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骨密度検診のお知らせ
と　き と　こ　ろ 受付時間

11 月 18 日㈰ 市民会館大ホール 8:30 ～ 10:00
　負担金　２００円（70歳未満）
＊骨密度検診は40･45･50･55･60･65･70歳(女性)
の方が対象となっていますが、その他の70歳未満
の希望者も受けられます。(先着70人まで)

ノロウイルスってご存知ですか？
　ノロウイルスによる食中毒は、冬場に多発します。
　感染源としては水やノロウイルスに汚染された食品、特にカキを含む二枚貝が多
く報告され、また感染者の嘔吐物や排泄物などから二次感染を起こすことがありま
す。
　主な症状は、嘔吐、腹痛、下痢、発熱で潜伏期は１～２日と言われています。
　通常３日程度で回復しますが、発症当日の症状が激しいのが特徴です。体力の弱
い幼児や老人では死亡する場合もあるので注意が必要です。

問合せ先　市民健康センター（☎４７５－８０１１）

集団健康診査のお知らせ
と　き と　こ　ろ

検　診　項　目
基本 肺･結核 大腸 胃

(バリウム)
子宮
(頸部)

乳房
(マンモグラフィー)

11月18日㈰ 市民会館大ホール ○ ○ ○ ○ ○ ○

○印：午前に実施
☆乳房は40～49歳までの方は２方向撮影となります。
検診受付時間と受診者負担金
☆集団検診受診時に受診者負担金が必要となります。
　負担金は検診会場受付にてお支払いください。

検診項目 受付時間 負担金（７０歳未満）

基本 ○  8:00 ～  9:30 ５００円

肺・結核 ○  8:00 ～  9:30 無料（喀痰検査２００円）

大腸 ○  8:00 ～  9:00 ２００円

胃 ○  8:00 ～  9:30 ５００円

子宮 ○  8:00 ～  9:30 ５００円

乳房 ○  8:00 ～  9:30 ５００円

申込方法
＊がん検診（胃・子宮・乳房）の申し込みは、電話で市
民健康センターへ。
＊定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込
みください。
＊大腸がん検診を受けられる方は、事前に市民健康セン
ターへ検査セットを取りに来てください。
＊必ず受診票をお持ちください。
＊基本健診を受けられる方は、空腹で（食後８時間以上
あけて）ご受診ください。
＊胃がん検診を受けられる方は、前夜９時以降絶飲食で
ご受診ください。

  問合せ先　市民健康センター（☎４７５－８０１１）

①　カキなどの二枚貝は中心部まで十分に加熱しましょう。
　　新鮮なものでも、ウイルスが潜んでいることがあるので、湯どおし程度　
　ではなく、十分に加熱をしましょう。
②　生鮮食品（野菜、果物など）は、十分に洗浄しましょう。
③　まな板、包丁、ふきんなどは熱湯で、消毒しましょう。
④　調理前やトイレの後、食事の前はよく手を洗いましょう。
　　下痢、嘔吐などの症状がある場合は、調理に従事しないようにしましょう。

予防のポイント

歯周疾患検診のお知らせ
と　き と　こ　ろ 受付時間

11 月 18 日㈰ 市民会館大ホール 9:00 ～ 10:00
　負担金　無料
＊歯周疾患検診は40･50･60･70歳の方が対象とな
っていますが、その他の70歳未満の希望者も受け
られます。(先着30人まで)
申込み・問合せ先　市民健康センター
　　　　　　　　　（☎４７５－８０１１）

パパ・ママ教室のお知らせ
■と　き　11月 10日㈯　9:30 ～ 12:00
■ところ　市民健康センター
■内　容　・「パパ･ママいっしょに子育て」（講義）
　　　　　・赤ちゃんの接し方
　　　　　・沐浴（もくよく）のしかた（実技）など
■対　象　平成 20年１月～３月に出産予定日の初
　　　　　めてパパとママになられる方
　　　　　15組程度（定員になり次第締め切ります）
■参加費　無料
■持ち物　母子健康手帳、タオル、筆記用具
■申込方法　11月５日㈪までに、市民健康センター
　　　　　　（☎４７５－８０１１）へ
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～就学指定校について～
　市教育委員会では、法律の定めによって通学区域を指定し、児童・生徒の住所に
よって就学する小･中学校（就学指定校）を指定しています。
　就学指定校に就学していただくことが原則となりますが、市教育委員会で相当と
認める場合（下記の「就学指定校変更許可基準」に該当する場合）は、保護者の申
立てによって就学指定校を変更することができます。
※新入学の場合は、就学通知書を受領後、手続きを行ってください。
【就学指定校の変更許可基準】

区　　分 許　可　基　準 必　要　書　類 許　可　期　間

途 中 転 居
全学年にわたり途中で住所が変
わり、通学に支障がない場合

◆申立書
申立ての期間
（原則として学期末まで）

住所変更予定
家の新築または住所変更予定の
ため、短期間において校区外か
ら通学する場合

◆申立書
◆次のいずれかのもの
　①建築確認通知書
　②売買契約書
　③賃貸契約書

その必要な期間

特別支援学級
指定学校に特別支援学級がなく、
特別支援学級のある学校へ通学
する場合

◆申立書 卒業まで

身 体 的 理 由
身体虚弱または通院加療を要し、
指定学校からの通学・通院に支
障をきたす場合

◆申立書
◆医師の診断書

診断書に基づく期間

その他の理由

放課後、家庭に保護監督する者
がいない児童を親戚または知人
に預けて、その校区の学校に通
学する場合

◆申立書
◆保護監督する者の勤務証明書、
　営業証明書など
◆預かる人の承諾書

申立ての期間
（原則として学年末まで）

いじめ、不登校などにより転学
を希望する場合

◆申立書
◆学校長の所見書

申立ての期間

教育上やむを得ない事情がある
場合

◆申立書
◆学校長の所見書

申立ての期間

※申立書は市のホームページからダウンロードすることができます。
問合せ先　市教育委員会　学務課（内線２５２）

みんなで、のる ｍ
マ イ

ｙ ｃ
カ ー

ａｒ！！
　高齢者等の移動手段の確保と中心市街地の活
性化を図るため、ワンコイン（１乗車１００円）
として、平成 19 年６月１日から実証実験運行し
ている市コミュニティバスの利用状況をお知ら
せします。
　今後、利用状況などを見極めながら、ルート
等の見直しをすることとしており、地域に根ざ
した市民に愛されるバスを目指していますので、
皆さんのご利用をお願いします。また、ご意見
やアイデアなどもぜひお聞かせください。

問合せ先　生活環境課（内線３２３）
　　　　　（ＦＡＸ　４７５－１２４５）

平成 19 年６月１日～９月 30 日まで（日、祝祭日除く）
〔単位：人〕

ルート名 利用者数 １日当たり １便当たり
蓑 輪 ６，３１４ ６５．５ １２．５０
市 街 地 循 環 ２，５７４ ２５．４ ５．０９
大 日 室 山 ４，４８０ ４４．３ ８．８７
運 動 公 園 １，４４８ １４．３ ２．８６
小 森 ３，３６３ ３３．２ ６．６５
寺 町 １，９５９ １９．３ ３．８７
栗 山 １，８６２ １８．４ ３．６８
北 部 循 環 １，６６６ １６．４ ３．２９

計 ２３，６６６ ２３４．３ ５．８５


